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東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

一

原
子
力
政
策
に
お
け
る
国
の
関
与
及
び
責
任
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
収
束

等
に
向
け
た
措
置
を
国
自
ら
実
施
す
る
こ
と
も
含
め
、
早
急
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

二

本
法
は
あ
く
ま
で
も
被
災
者
に
対
す
る
迅
速
か
つ
適
切
な
損
害
賠
償
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
東
京
電
力
株
式
会
社

を
救
済
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
東
京
電
力
株
式
会
社
の
経
営
者
の
責
任
及
び
株
主
そ
の
他
の
利
害
関

係
者
の
負
担
の
在
り
方
を
含
め
、
国
民
負
担
を
最
小
化
す
る
観
点
か
ら
、
東
京
電
力
株
式
会
社
の
再
生
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
収
束
、
事
故
調
査
・
検
証
の
報
告
、
概
ね
の
損
害
賠
償
額
な
ど
の
状
況
を

見
つ
つ
、
早
期
に
検
討
す
る
こ
と
。

三

本
法
附
則
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
見
直
し
に
備
え
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
の
各
機
能
が
明
確
に
な
る
よ
う
に

計
数
管
理
す
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

四

今
回
の
賠
償
に
際
し
て
は
、
原
子
力
事
業
者
に
よ
る
負
担
に
伴
う
電
気
料
金
の
安
易
な
引
上
げ
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、

電
力
供
給
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
な
ど
、
国
民
負
担
の
最
小
化
を
図
る
こ
と
。

五

東
京
電
力
株
式
会
社
に
対
し
、
す
べ
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
て
必
要
な
協
力
の
要
請
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
こ

と
。



六

今
回
の
賠
償
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
迅
速
か
つ
適
切
な
紛
争
解
決
の
仕
組
み
を
早
急
に
構
築
す
る
こ
と
。

七

本
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
抜
本
的
見
直
し
」
に
際
し
て
は
、
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
第
三
条

の
責
任
の
在
り
方
、
同
法
第
七
条
の
賠
償
措
置
額
の
在
り
方
等
国
の
責
任
の
在
り
方
を
明
確
に
す
べ
く
検
討
し
、
見
直
し
を

行
う
と
と
も
に
、
そ
の
際
賠
償
の
仮
払
い
の
法
定
化
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
。

八

国
か
ら
の
交
付
国
債
に
よ
っ
て
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
が
確
保
す
る
資
金
は
、
原
子
力
事
業
者
が
、
原
子
力
損
害
を

賠
償
す
る
目
的
の
た
め
だ
け
に
使
わ
れ
る
こ
と
。

九

原
子
力
損
害
を
受
け
た
被
害
者
の
救
済
に
万
全
を
期
す
た
め
、
「
特
定
地
域
中
小
企
業
特
別
資
金
」
や
「
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
を
活
用
し
た
無
利
子
融
資
制
度
」
等
の
政
策
金
融
の
周
知
を
図
り
、
そ
の
最
大
限
の
活
用
を
促
す
ほ
か
、
金
融
機

関
に
対
し
、
被
害
者
へ
の
円
滑
な
資
金
融
通
に
努
め
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。

十

本
委
員
会
は
、
本
法
の
制
定
に
伴
い
、
平
成
二
十
三
年
六
月
十
四
日
の
閣
議
決
定
「
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故

に
係
る
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
政
府
の
支
援
の
枠
組
み
に
つ
い
て
」
の
「
具
体
的
な
支
援
の
枠
組
み
」
は
、
そ
の
役

割
を
終
え
た
も
の
と
認
識
し
、
政
府
は
そ
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

十
一

本
委
員
会
は
、
本
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
で
き
る
だ
け
早
期
に
」
は
、
一
年
を
目
途
と
、
同
条
二
項
に

規
定
す
る
「
早
期
に
」
は
、
二
年
を
目
途
と
す
る
と
認
識
し
、
政
府
は
そ
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

十
二

東
京
電
力
株
式
会
社
に
よ
る
賠
償
金
等
の
支
払
い
が
停
滞
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
本
法
施
行
後
、
早
急
に
原
子
力
損

害
賠
償
支
援
機
構
を
発
足
さ
せ
、
迅
速
な
賠
償
金
等
の
支
払
い
に
係
る
体
制
の
整
備
構
築
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。



十
三

機
構
及
び
政
府
は
、
機
構
の
活
動
状
況
及
び
財
務
状
況
、
特
別
資
金
援
助
を
受
け
る
原
子
力
事
業
者
の
特
別
事
業
計
画

の
実
施
状
況
等
を
国
会
に
対
し
て
求
め
に
応
じ
定
期
に
報
告
し
、
機
構
運
営
の
透
明
性
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
負
担

の
最
小
化
や
安
易
な
電
気
料
金
値
上
げ
の
回
避
に
努
め
る
こ
と
。

十
四

政
府
は
、
原
子
力
事
業
者
の
株
式
や
電
力
債
の
市
場
動
向
を
注
視
し
て
、
機
構
と
協
力
し
て
原
子
力
事
業
者
を
起
因
し

た
金
融
市
場
の
大
き
な
混
乱
や
金
融
シ
ス
テ
ム
の
機
能
不
全
が
発
生
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
。

十
五

原
子
力
損
害
賠
償
の
特
別
事
業
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
福
島
原
子
力
発
電
事
故
の
収
束
が
い
ま
だ
見
え
な
い
中
、

長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
原
子
力
事
業
者
に
よ
る
被
災
地
域
の
土
地
の
買
取
り
や
放
射
性
物
質
で
汚
染
さ
れ
た
土
壌
や
が

れ
き
等
の
処
理
な
ど
の
検
討
を
含
め
、
国
の
責
任
に
よ
り
迅
速
か
つ
適
切
な
損
害
賠
償
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
よ
う
に
万
全

を
期
す
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


